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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　
　
新
規
利
用
申
込
の
方
へ

担当:山口

長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
制
度
の
保

険
料
に
つ
い
て
、
平
成
20
年
４
月
よ
り
年

金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
、

ま
た
は
、
平
成
20
年
10
月
よ
り
年
金
か
ら

お
支
払
い
い
た
だ
く
予
定
と
な
っ
て
い
る

方
の
う
ち
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
さ

れ
て
い
る
方
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
保
険

料
を
口
座
振
替
に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
さ
れ
る

方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
口
座
を
ご
利

用
頂
く
こ
と
で
、
口
座
名
義
人
が
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
開
始
月
は
申
請
日
に
よ
り
決

ま
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

①
平
成
20
年
３
月
31
日
現
在
、
国
民
健
康

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
で
、
国
民

健
康
保
険
税
を
確
実
に
納
付
さ
れ
て
い

た
納
税
義
務
者
（
世
帯
主
）

②
年
金
収
入
が
１
８
０
万
円
未
満
で
連
帯

納
付
義
務
者
（
世
帯
主
ま
た
は
そ
の
配

偶
者
）
の
口
座
よ
り
納
付
す
る
場
合

く
ら
し
部
　
健
康
課

　
（
23
）
９
１
３
５

老
人
趣
味
の
作
品
展
の
作
品
募
集
！

作
品
種
目
　
書
、
絵
画
、
写
真
、
手
芸
、
工
芸
品
、
彫
刻
、
彫
塑

出
品
規
格
　
健
康
課
た
っ
し
ゃ
か
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

出
品
点
数
　
自
作
未
発
表
の
も
の
で
、
１
種
目
１
人
１
点
以
内
と
す
る
。

※
 
グ
ル
ー
プ
製
作
の
場
合
は
、
１
グ
ル
ー
プ
２
点
以
内
と
す
る
。

応
募
資
格
　
市
内
に
在
住
す
る
満
60
歳
以
上
の
ア
マ
チ

ュ
ア
の
方

申
込
方
法
　
作
品
搬
入
の
期
間
内
で
、
作
品
搬
入
時
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

搬
入
期
間
　
９
月
22
日（
月
）〜
25
日（
木
）９
時
〜
17
時

搬
入
場
所
　
文
化
会
館
　
大
楠
（
展
示
場
所
は
、
文
化

会
館
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ホ
ー
ル
）

展
示
期
間
　
９
月
27
日
（
土
）
〜
29
日
（
月
）

　
　
く
ら
し
部
　
健
康
課
　

　
　
　
（
23
）
９
１
３
５

　
　
　

担当:井手

長
寿（
後
期
高
齢
者
）医
療
制
度

〜
保
険
料
を
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
へ
〜

担当:飯田

「
市
長
と
語
る
会
」
開
催
団
体
募
集

　
「
市
長
と
語
る
会
」
は
、
各
種
団
体
や
地
域
づ
く
り

グ
ル
ー
プ
の
皆
さ
ま
と
直
接
市
長
が
対
話
し
、
よ
り
よ

い
行
政
や
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
お
こ
な

う
場
を
提
供
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
各
区
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
、
各
種
団
体
か
ら
の
要
請
で
開
催
を
お
こ
な
っ
て
き

ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
今
後
も
多
く
の
市
民
や
団
体
の
皆
さ

ま
と
市
長
と
語
る
会
を
開
催
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
総
務
部
　
秘
書
広
報
課

　
　
　
　
（
23
）
９
１
２
１

担当:末藤

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
放
課
後
お
仕

事
な
ど
で
、
保
護
者
が
不
在
の
児
童
を
お

預
か
り
す
る
事
業
で
す
。
現
在
、
非
常
に

多
く
の
利
用
申
込
み
が
あ
っ
て
お
り
、
ク

ラ
ブ
に
よ
っ
て
は
現
状
の
施
設
や
ス
タ
ッ

フ
体
制
で
は
対
応
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
新
規
利
用
申
込
み
に

つ
い
て
、
ご
利
用
日
や
時
間
を
制
限
さ
せ

て
い
た
だ
く
場

合
が
ご
ざ
い
ま

す
。
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
　

こ
ど
も
部
　
未
来
課

　
（
23
）
９
２
１
４

市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ
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